
上尾市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正

する規則をここに公布する。  

令和８年３月２６日  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市規則第３５号  

上尾市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部

を改正する規則  

上尾市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（平成２７年

上尾市規則第７号）の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

上尾市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則  

第１条の見出し中「除却」を「除却等」に改め、同条中「マンションの建

替え等の円滑化に関する法律施行規則（平成１４年国土交通省令第１１６号。

次条において「省令」という。）第４９条第１項第３号」を「マンションの

再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成１４年国土交通省令第１１６号。

次条において「省令」という。）第７６条の２５第１項第３号」に、「マン

ションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０

２条第２項第１号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成１

４年法律第７８号）第１６３条の５６第２項第１号」に改める。  

第２条中「第５２条第１項」を「第７６条の３０第１項」に改める。  

附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  


